
令和８年度

三次市病院事業会計予算（案）

三　次　市



平成２８年度

三次市予算に関する説明書



 

議案第８号 

 

令和８年度三次市病院事業会計予算（案） 

 

（総則） 

第１条  令和８年度三次市病院事業会計の予算は，次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条   業務の予定量は，次のとおりとする。 

⑴    業務量 

 

 

⑵    建設改良計画 

イ   資産購入     550,000 千円 

ロ   施設整備事業 187,000 千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条  収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。 

収        入 

第１款 病院事業収益 10,754,689千円 

第１項 医業収益 9,992,243千円 

第２項 医業外収益 762,144千円 

第３項 特別利益 302千円 

支        出 

第１款 病院事業費用 11,706,032千円 

第１項 医業費用 11,581,389千円 

第２項 医業外費用 122,341千円 

第３項 特別損失 302千円 

第４項 予備費 2,000千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条  資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。 

イ 病床数 （許可）  ３２８床 

一般病床（許可） ３２８床 

ロ 患者数 年間 256,314 人 １日平均 938 人 

入院患者 年間 89,060 人 １日平均 244 人 

外来患者 年間 167,254 人 １日平均 694 人 
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収        入 

第１款 資本的収入 1,392,949千円 

第１項 企業債 456,000千円 

第２項 負担金 269,000千円 

第３項 長期貸付金 1千円 

第４項 長期定期預金 300,000千円 

第５項 出資金 367,948千円 

支        出 

第１款 資本的支出 1,117,948千円 

第１項 建設改良費 737,000千円 

第２項 企業債償還金 367,948千円 

第３項 長期貸付金 12,000千円 

第４項 予備費 1,000千円 

（債務負担行為） 

第５条  債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとお

りと定める。 

事   項 期   間 限 度 額 

医療機器の保守管理業務委託に要する経費 契約に定める期間 

（５年を限度とする） 

契約に定める額 

医療事務業務委託に要する経費 契約に定める期間 

（５年を限度とする） 

契約に定める額 

物品管理業務委託に要する経費 契約に定める期間 

（５年を限度とする） 

契約に定める額 

給食業務委託に要する経費 契約に定める期間 

（５年を限度とする） 

契約に定める額 

医療検査の業務委託に要する経費 契約に定める期間 

（５年を限度とする） 

契約に定める額 

寝具等の賃借に要する経費 契約に定める期間 

（５年を限度とする） 

契約に定める額 

医療及び事務機器の賃借に要する経費 契約に定める期間 

（５年を限度とする） 

契約に定める額 
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情報発信に要する経費 契約に定める期間 

（５年を限度とする） 

契約に定める額 

病院内保育運営業務委託に要する経費 契約に定める期間 

（５年を限度とする） 

契約に定める額 

灯油の購入に要する経費 令和８年度から 

令和９年度まで 

契約に定める額 

医療ガスの購入に要する経費 令和８年度から 

令和９年度まで 

契約に定める額 

薬剤師奨学金返済支援助成金  

  

令和８年度から 

令和１６年度まで 

薬剤師奨学金返済

支援助成金の交付

決定をした額 

非常用ディーゼル発電機修繕に要する経費 令和８年度から 

令和９年度まで 

3,850 千円 

（企業債） 

第６条  起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとお

りと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

資産購入 269,000 千円 

          

証書借入 

年 5.0％以内（た

だし，利率見直

し方式で借り入

れる資金につい

て，利率の見直

しを行った後に

おいては当該見

直し後の利率） 

借入先の融資条件

による。ただし，

財政の都合により

繰上償還をし，又

は償還年限を短縮

し，若しくは低利

債に借換えをする

ことができる。 

施設整備 187,000 千円 

（一時借入金） 

第７条   一時借入金の限度額は，1,000,000 千円と定める。 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条  次に掲げる経費については，その経費の金額を，それ以外の経費の金

額に流用し，又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は，議会

の議決を経なければならない。 
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⑴   職員給与費 5,378,181 千円 

⑵   交際費 500 千円 

（たな卸資産購入限度額） 

第９条   たな卸資産の購入限度額は，3,540,473 千円と定める。 

（重要な資産の取得及び処分） 

第１０条 重要な資産の取得及び処分は，次のとおりとする。 

⑴    取得する資産 

                種 類         名 称         数量 

医療器械  核医学診断装置             １式 

医療器械  血管撮影装置              １式 

医療器械  コンピューター断層撮影装置       １式 

医療器械  手術管理支援システム          １式 

医療器械  セントラルモニター           １式 

 

令和８年２月２０日提出 

 

三次市長 福 岡 誠 志    
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